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@他者の預金等金融資薦は、泥棒が、有日]私文書偽鷹、行使、金融資蔵を調It・ 人

間の住基カード等を使用して、国策で盗めて、含法FJB罪で運11ています、lL纂力
―ドもこの犯罪で、国策で使用を公闇 L′ ている法の根拠を答えて下さい

1、 平成22年 4月 15日午前 3時 31分に死去した石川博,こ母、石川編機の残

した遺鷹は、預金に関しては「綱枝長:男石川院―の姜石川孝子が、4爾枝死去の後、

次の手法で根こそぜ盗み、警察、法臀
=者

等の公掘により含
'11犯

罪で通されてい

で、同じ犯罪は、国策で常時凶行され成功させられていますJ

ヽ 、、



め入手/3F、 国中で同じく通tlて いrib。

北海、小川公証人証露………当然、欄:相続人が所旬している現金、有価物壼
・
1'tl"

通常は、公正駆鶴剛 載人物がlRこ そざ盗んで独 tノ 占めして通せている"法律
で定めら4/Lて t｀ る他の相続囀署書の遺側分の権矛lも 、実鮨では、曖失で通せている、
法の根拠1革t…切無|ぃが、こC)手法で日本中遭障を独り占めし'こ 通せてい15,

2、 上EEllin3で 、威力を発揮出来てしヽるのが
,「
被相続人が所準Iし ている選嘔:免eT

証、バスポ‐ヽ・卜、住民菫本台帳ヵ―ド等、公的機開発行の顔写真が付いた田lllll書

の悪R3で
・」
‐"石川綱校の遭逮窃盗では、網校喪厠爆撃子が網翠1の住民基本色)帳力

―ドを縄村をが死去した事実を証萌する戸椰督]瞥本、盗ハ́だAT障 |カ ード、預金、保
険還帳、詢1券、銀行印を使用して、金融機関、損保と共犯となり、網校の樹名、
押印を偽遭ョ、犯罪使用して、網枝が311i去後自分RT Eヨ :1)の預けた金融:賀藤を弓1輩‖J
した、法イ]ユ lltlに 島事者が行1)た行為"と偽装し、絹校の金融資藤窃盗を成ツJさ tt

ていまt′ たJ

3、 この狙]行をこちらから、別紙JA高久支店での、拳子による犯輝証拠、絹校
の住民基本台帳カード、偽造解約、1;|き出し僣類等写しも添えて、住民墓41麟帳
カード悪用貴1■ を追及された那須塩原市役所保健福祉部、市民課、鈴木課織が、
山本に対 L`′ 剛脂で答えた事実は、次の通ιノです。

(1)石川孝子嗜んが、石川籠校さん死去後、絹1校さんの住民lill本台帳カード構、

J A llLと 共諄して使用し、絹枝さんが爾けていた金榊1資産を1駅 こそぎ盗んだ事件

は、橋本県庁市町村課に伝えまして、市町村課、総務省からの問い合わせも、複

数回来ている。

(2)こげ)、 石||1季子による住民基本台帳カードの使用は、書途 融機関と学子で

行つたの tFあ り、一切那須lll原市としては刑事告発も、孝子、 」A他への石川網

枝の住民基本台幡1カ ード悪F目を調べない、問わないとしてい■).

(3)住民Fal本 掛帳カードは、この法律規定では、当人死去4]:、 戸痛と運動さ1古

て失効さ・ヒξるとなつているが、札幌市戸織住民課他と同じく、一切当人死去齋tも 、

失効すらさせて来なかつた、カードの不正使用発党が出ても1-切不正使‖:を、

刑事告発t〕 奮めて行わない、間わなし`し、回収方法も一切督ス,てすら居ない"網

横|さ んのギE民墓41台帳カードは、有効期限切れまで拳子さんが所持しているなら、

同じように、構被さんとして使用し続けられるでしよう"

4、 Bll紙lL総務省に送りますが「綱校の金融資薩:を 孝子が盗t,のに使用した:JA



(1)モ]lll網校が死去した事実を戸籍腋本に配載させ、死亡を記載した戸職樹本
を入手 L′ 、網校自宅から爆み出した桐枝の預け入れ金融資藤、とちぎん、|夕 うち
ょ銀行、JA共清①預金週帳、あいおいニッセイ同和摘保保険証券、銀行劇1、 網
校の住椰カードを孝子が使用して、綱校の預けた金Hl揮産を、根こそぎ盗み、隠
敵した。

(2)手口は"孝子が、上EE金融機関、損保に出向き、網週lつ死去を戸籍船本で
肛明したので、上記金融、損保機関は,国策預金窃姿制度を稼助させて、絹校の
住纂力…ドも盗み提示したし'孝子が縄枝本人であると偽りを通し、季子が相枝
の麟名、押印を偽造配職した預金弓|き出し書類、預金、保IA精立金解約書期を金
融機関、損保事業者の社員の指示の元作成、行使し、まんまと1障校の爾け入れ金
融資薩を根こそぜ盗み、着服は成り〕した"ATヽ1カードも孝子が網校と偽 tJ、 金
融機関σ)協力を得て使用し、弓|き出しに成功させて買つている。

(3)このうB罪制度は、国策犯罪で日本中で行い成功に持ち込めていて、R理由は
「山本の調査結果の一部としては"札幌大通公証役場、元裁判冒北澤、中公証役
場、元IAl寧小川公証人証言にもよるとて公正証書遺講状に被1日続人が、相続権者
等の住所、眠名を記載し、自分が河7有する不動底ないし財醐食てを相続鑢:せ る、
と記載7Jl育れば、一切禽法恨拠無して、次の被相続人所有物を見つけ出し、盗み
出し、使えば、被相続人の見つけ出せた財産全部を、公正証1彗晴載人物が‖1こそ
ざ盗んで通せている"こうlI言している.

北澤、小川公旬E人眼1言――…被相統人PrT有不動産は、見つけ出せた不動産に:付い
て"権利憎も不要で、上記公正証書、被相続人死去を証明す15戸籍騰本、被相llFL

メ、配載人物を証明するEIE明書・ これが揃えば、法務局で被相続人F「F有不動]i:の名
識を/AA正肛書配載人物者機に書き換えて通せている、この行13を 合法とする法律
は、―切1子在はt′ ていない

=

北澤、小川公証人II言―――預金、保険積立金も、被相続人0)分を預金通幌、肛
券で見つけ出せれば、被相1売人の公的機関発行証明1書も揃え 1:、 被相続人が死去
した証拠Cl甲簡出本も提出する事で"通常は、公正証督選雷‖]載人物が、撮1相 i売

人、の金nl111麗調け入れ先と共躁して、百川孝子が行つた手法に1よ つて、被相続人
が死去後、自分の預けた金融資産を自分で弓1書出したとして、根こそぎ盗み成功
させられ17い る

°一切含法根拠は無しだが、普憮1ま 、他の相靱1権音を鯖めさせて

成功させ1)れている・ 公正III作成は、被相続人は来なくとt,作成出来るし、公
正証薔配lll内容全ては、一切含法根lllも 備わつては居ないが、上記手法が、rA■iE

証書作成1=よ り通せている
い
法律的には、他の相続権者の道11分全てが喪りにも、

公正証書臨譴内容がどうで15ろ うと、全て喪失もt′ ないのだが、上記遺藤独り占



機関にも送る石l‖網枝実母、博祖母、市村

付いては"―切の解約手続き公開せずで、

ガ勝手に決めた相続権者、相1続壼J合により、

半分を四分σ)…ずつ渡す".1と言い張つて1

の預金引き‖1じ 偽遠響類、住民基本台帳カード、網校によるとされている曇正証

書遭言職t′ です」総務省、JA高久支店1ま、この事件に限つてでも良いの
・
で、石

川孝子jDl、 網校の住民基本缶帳力…ドをこうして盗み、IH校の預金窃盗の武器で

使用した事の、法律
し
網織したヽ公式回答を出tノ て下さい。

5、 ゆうちょ銀行は「上暉牽融校所有選塵室ての窃盗孝[罪の共うll書となり、華lFに 、

」Aと 同じ手で、網校の調けた金融資塵全部を盗み、着服さ世ながら、配lll先拿

答願います。

6、 ゆうち。1銀行は「lla校の預金窃盗が正しいなら"つま次女に半額、孝子に半

額支払い以外出来ないですよね"ゆ うちよが、狙断を絶対とし、網枝、つまの残

した預金を全く異なる解榔、配布出来う法的根拠は無いのです.つまの残 L′ た定

額預金全烙目をつま次女のilt留分代表相続権者石川博に渡す.た う石川博はJtめ ま
°

'・

、当然、つまの定額猥金解約書類写しも提供を求めます」

ちなみに、輝l校の:預金、保「A積立金等の解約、不動産登記辱で石川幌一、摯子

がL′ た筍::続き催おいて、当然ながら石川博の意層̀確詢など一度もなされた事はな

1,｀ .
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1.EL.

Q住湿:カ ー

積立金を、

が公冊して:作られ、
'実
行されています、

を答ス:て下さい

鰤輔 の猥婁、保険
:峰醸:罰法、イ予政



ゆうちょ、とち|ぜん,あ

共謀し、孝子が網
校の11基サ,ヽ・ ド・を身分田明i=使用し 続けて来まt′ た3

3、 し′/Jtt′ 9般、当方ガ百111孝子と夫1婉■によう編1機の清麟泥樺犯車を、脱
税の爾で、都策曲原市に告発した事で■癬‐、拳■|こ不都含が生じたうt.′ く
『月りIE・‐式蜘 濃り、」●粛久支店に椰|た編機の相金も、実は編枝死去
の翌FI、 同じ手口taんで|あ つた、1甲分Φ■を渡す|1憎絡が来

~C、 」A
高久支店|こ確Wを行い、この犯罪に用ぃな彗類■式 (胃1価 2～ 5)を見せら
れ、彼らが警察:司法.行IAo加 IEを

―
僣で、|こiの犯騨を成功させる為に、住

墓カードを綺積が自分C)金融資産を、自舜薇
に出向き、預:壺引き出して

'解

約書類t 「` て金時 を

自分が得た、と見せ掛ける1証萌書|こ 用い (正しく知りまし′た.

2、 しかし、この自策1巳熙:硼資離浙
いおいニッセイ向莉翻 1ま|1薔曖:1法1

島聾Y｀ぬ 、蹴脇芯11鸞宅:納譜Ptt「Tk

塁:通標琶理
=曇

8電FI素流Mlま電T[鳥見桑:耐雪事?霊明出来なかったのです.          ・
5、 答えて頂く必要が青る■環は「この毒子によう警察:,法薔三青キ国の機
関が公式に椰め、手掛1,させて:適法犯葬尋麟し

―
ttヽう:「饉薔力‐卜の道藩使

当然、事後状況に―より、1良●

“

訟も、 ●協、蔀独塩原市役所、驚朔
省相手に1起 こし、この住菫|カ ニド
えていますし、1法律に、この成り代わ =し

'きを職定もさ|せようと考
■ド佳輛着法を明掟させねば

ネなιノません.必ず■迪蘭以内に、 札幌市で、公文書によるこ
の住耐3カ ードの主しt｀1色南L‐付いてのt

て下さい。

した回答を出し

2


